
御代田町農業委員会農地利用最適化推進委員募集要項 

 

１ 募集人数 

  ５名 

 ※御代田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則 

 

２ 任用期間 

  令和８年７月 20 日から令和 11 年７月 19 日の３年間 

 

３ 職務内容 

（１）毎月１回の定例会に出席し、農地利用の最適化等に関する意見を述べる。 

（２）農地利用の最適化推進に係る指針の策定に係る意見を述べる。 

（３）遊休農地の発生防止・解消、担い手への農地集積活動 

（４）農地利用の最適化に向けた、地域における協議の場への出席 

 

４ 委員報酬 

月額１７,０００円 

委員報酬とは別に予算の範囲内で加算報酬を支給 

 

５ 推薦を受ける者及び応募する者の資格 

  農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有し、担当地区内において、農地等の利用

の最適化の推進のための活動ができる者で、委嘱時において次の各号のいずれにも該当す

る者とする。 

（１）原則として町内に住所を有する者 

（２）町が設置する付属機関等の委員でない者 

（３）他の法律で兼職が禁じられていない者 

（４）次のいずれにも該当しない者 

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

 

６ 推薦及び応募に係る手続等 

  所定の様式に必要事項を記入の上、郵送又は持参により、御代田町農業委員会事務局（産

業経済課農政係）に提出することとする。なお、推薦及び応募に係る書類は返却しない。 

規則第２条※ 担 当 区 域 募集人数 

第１号 大字草越、大字広戸、大字豊昇、大字面替、大字茂沢 ２名 

第２号 大字御代田 １名 

第３号 大字塩野、大字馬瀬口 ２名 



提出書類 

  

 

 

 

７ 募集期間 

  令和８年２月１日から令和８年２月 28 日まで【必着】 

  ※書類を持参する場合は、役場開庁日の午前８時 30 分から午後５時 15 分までに提出す

ること 

 

８ 選任方法 

  御代田町農業委員会総会において、提出された書類をもとに推薦を受けた者、応募者の

選考をする。 

選考結果は令和８年７月 20 日以降に文書で通知する。 

 

９ 推薦及び応募に係る情報の公表 

  農業委員会等に関する法律の規定に基づき募集期間の中間及び終了後に御代田町ホーム

ページ及び御代田町役場前掲示場で以下の内容を公表する。 

（１）推薦をした者の氏名、住所、職業、年齢及び性別（推薦をした者が団体である場合は

名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格・要件） 

（２）推薦を受けた者又は応募した者の氏名、住所、職業、年齢、性別、担当区域、経歴 

（３）推薦を受けた者又は応募した者が、認定農業者等であるか否かの別 

（４）推薦又は応募の理由 

（５）推薦を受けた者又は応募した者が、農業委員として推薦を受け、又は応募しているか

否かの別 

（６）推薦を受けた者の数 

（７）応募した者の数 

（８）その他必要と認める事項 

 

１０ 推薦及び応募に係る書類の提出先、問合せ先 

    

〒389-0292 

御代田町大字馬瀬口 1794番地 6 

御代田町農業委員会事務局（御代田町産業経済課農政係内） 

   電話 0267-32-3113 FAX 0267-32-3929 

区長が推薦する場合 様式第１号 

団体又は法人が推薦する場合 様式第２号 

応募する場合 様式第３号 


